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豪華景品が当たる！

今回
の景品はこちら

!!



　出身は静岡県磐田市、旧磐田郡福田（ふくで）町と
いう遠州灘に面した温暖な町で育ちました。漁港があ
り、カタクチイワシのしらす干しが特産品です。
　前任は、名古屋国税局の業務センター室長でした。
　業務センターは馴染みがないと思いますが、複数
の税務署の内部事務を集約して処理する部署で、全
国の国税局で設置されています。
　それ以前は、主に法人の税務調査を担当していた
他、コロナ禍真っ只中の令和 2 年 7 月から 2 年間、
島根県の松江税務署に副署長として出向した経験が
あります。

　名古屋国税局管内の東海 4 県のほとんどの税務署
を訪れたことがあるのですが、不思議と西尾税務署
にはご縁がありませんでした。プライベートでも数
年前に家族で一度訪れただけです。
　お茶や鰻など、出身地である「静岡」と共通した
ところも多く、雰囲気もどことなく似ていて親しみ
を感じています。

　この夏は、西尾祇園祭、米津の川まつり、三河一
色大提灯まつり、ハワイアンフェスティバルを拝見
し、伝統や賑わいに満ちた西尾市の魅力の一端に触
れることができました。

　税務署の仕事は、基本的に納税者の皆様と向き合
うことです。だからこそ、常に親切で丁寧な姿勢を大
切にしています。
　また、役所仕事ですので、どうしても形式的にな
りがちですが、時代の変化に応じた柔軟な考え方や
姿勢も必要だと思っています。過去に習うだけでなく、
常に問題意識を持って行動することを、これからの
組織を担う職員たちには伝えていきたいです。

　趣味はサウナと筋トレです。サウナは今のような
ブームになる 20 年以上前から通っており、心身をリ
ラックスさせる大切な時間です。昨秋からは筋トレに
も取り組み、週 1回ほどジムに通っています。体力

署長にインタビュー
西尾税務署長　太田　正幸

これからの税務に必要なことは、
　　　　　時代の変化に応じた柔軟な考え方と姿勢。

出身地と前任地を教えてください

西尾市の印象はいかがですか

プライベートでの趣味はありますか

仕事におけるモットーを
教えてください
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△インタビューの様子

維持のため、今後も続けていきたいです。
　小・中・高で野球をやっていました。息子が中学生
になって急に野球を始めたのがきっかけで、再び野
球熱が高まっています。最近は一緒に試合を配信で
観戦したり、球場に足を運ぶ機会も増えました。

　西尾法人会の活発な活動は、前任者や職員からも
伺っております。特に皆様のご協力もあって、市内の
小中学校の租税教室については、連年全学校で実施
ができており、租税教育活動に大きく貢献いただい
ていることに深く感謝申し上げます。
　また、西尾税務署管内の e-Tax のご利用割合も
非常に高く、これも啓発 · 推進活動へのご尽力の賜
物と感服しております。今後も引き続き、スマートフォ
ンからの e-Tax 利用など、従業員の皆様への呼び
かけもよろしくお願いします。

　これからの税務行政は、あらゆる手続きがオンラ
インで完結できるデジタル化の環境づくりを進めて
います。本年度は特に源泉所得税のキャッシュレス
納付の普及に力を注いでいます。全国的に推進して
いるキャッシュレス納付は、一度ご利用いただけれ
ば、その利便性を実感していただけるものと確信し
ています。
　西尾税務署ではこれからも、皆様に信頼される身
近な税務署を目指し、職員一丸となって真摯に取り
組んでまいります。

西尾法人会への期待をお聞かせください

今後の抱負をお聞かせください

税を考える週間イベント
　国税庁では、毎年「11月11日から11月17日」の1週間を「税を考える週間」として、さまざま
な税の広報活動を行っております。法人会もこの週間にあわせ各種イベントを開催します。

●税に関する作品の展示
とき　11月11日（火）〜16日（日）
ところ　おしろタウンシャオ　２F
内容　・税に関する「習字・作文・絵はがき・標語」の各入賞作品の展示
　　　・税に関するパネル展示【11月16日（日）は、税金クイズに答えて粗品進呈】

●令和7年度　納税表彰式
とき　11月18日（火）　11:00～
ところ　市役所　５F会議室

●税に関する作品　表彰式
とき　11月30日（日）　14:30～
ところ　にししん文化会館　茶々っとホール

●税の提言活動
とき　11月21日（金）
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税務・会計セミナー

簿記セミナー

青年部会・女性部会
税務署長を囲む会

Flash
News
法人会フラッシュニュース

　西尾法人会主催による令和７年度税務・会計セミナーが、
税理士法人高須会計事務所の大嶽法央税理士らを講師に迎え
て開催されている。
　９月 18 日に行われた第１回では、「令和７年度税制改正
〜所得税（「収入の壁」対応など）・法人税等〜」と題して行
われた。注目されている「収入の壁」については基礎控除と
給与所得控除が見直され、従来の「103 万円の壁」が令和
７年分以降は「160 万円の壁」へ移行することなどについ
ての説明や、法人税に関しては中小企業の法人税軽減税率の
延長と見直しなどについて解説があった。
　この税務・会計セミナーは全４回シリーズとなっており、
１回だけの聴講も可能。今後の内容については事務局までお
問い合わせ下さい。

　西尾法人会と西尾商工会議所の共催による「令和 7 年度簿
記セミナー」が開催され、地元企業の経理担当者など多数の
参加者が集まった。
　講師を務めたのは税理士の糟谷修氏。セミナーは 9 月から
10 月にかけて全 6 回にわたり行われ、簿記 3 級レベルの
基礎知識を中心に、実務に直結する内容がわかりやすく解説
された。参加者にとっては、日々の業務に役立つ知識を深め
る絶好の機会となった。

　10 月1日、西尾法人会青年部会・女性部会による「税務署長を
囲む会」が、三河湾リゾートリンクスにて開催された。
　本会は、西尾税務署長を招き、相互の理解と交流を深めることを
目的として開催されたものであり、当日は太田正幸西尾税務署長が

「酒類業界の現状と伝統的酒造り」と題して講演を行った。

　国税庁は、内国税の適正な賦課・徴収に加え、「酒類業の
健全な発達」をその任務の一つとしている。講演では、私た
ちの身近にある酒類をテーマに、各種統計データをもとに現
状が説明された。日本国内においては、人口減少に伴い酒類
の消費量が減少しているものの、近年は海外における清酒の
人気が高まっている状況が紹介された。
　また、「伝統的な酒造り」については、令和 3 年 12 月に日
本の伝統的な酒造りがユネスコの無形文化遺産に登録された
ことが紹介された。こうじ菌を用いた日本独自の酒造技術は、
地域住民の支援を受けながら受け継がれているという。
　太田署長は、日本の伝統的な酒造りには「人々を結びつけ、
社会的結束の基礎を構築する」という社会的機能があると述
べた。そして、酒は日本の社会文化において欠かせない存在
であり、今後の持続可能な食料生産や環境保全にも資するも
のであることから、国税庁としても引き続き多面的な支援を
行っていく考えを示した。
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支部の活動Activity of a branch

一色支部 一色支部

西１・２支部 東・中支部

　矢田小学校で行われた「交通安全・非行防止・防犯推進
大会」に協賛。舞台上では交通安全標語の優秀作品の表
彰などが行われ、地域の安全を誓い合いました。

　秋の交通安全運動に賛同し、西尾市役所周辺にて立哨活
動を行いました。夕暮れ時のドライバーへ交通安全を呼び
かけました。

佐久島ラッキーデーに参加 クール一色夏祭りに参加

平坂中校区の安全推進大会に協賛 交通安全人波作戦に参加

　「佐久島ラッキーデー」に
一色支部が協賛

　夏祭りに今年も参加しました

　佐久島大浦海水浴場で行われた「佐久島ラッキーデー」に
一色支部が協賛。海水浴に訪れた家族連れを中心にラッキー
ボール投げを行い、色に応じた景品をプレゼントしました。

　一色地域文化広場一帯で行われた夏祭りに今年も参加し
ました。税金クイズのブースを設け、多くの来場客にクイズ
に挑戦してもらいました。

7月26日 8月2日

　「交通安全・非行防止・防犯推進大会」
に協賛

　西尾市役所周辺にて立哨活動を
行いました

10月7日 9月26日
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知っているようで知らない？
西尾市のふるさと納税の今

制度の仕組みとメリット
ふるさと納税は、応援したい自治体に寄附をすると、寄附額の30％以内の返礼品がもらえ、寄附額のうち自己負
担2,000円を除いた分が、所得税と住民税から還付・控除される制度です。寄附後に、「ワンストップ特例制度」
または「確定申告」を行うことで、税金の控除が受けられます。控除には上限額があり、年収や家族構成などによっ
て異なります。上限を超えた分は控除の対象外となり、自己負担となるため、各ふるさと納税サイトが提供して
いる「控除上限額シミュレーター」で、事前に確認するのがおすすめです。

・名鉄西尾・蒲郡線対策事業（74,935,000円）
・地域福祉基金積立事業（91,408,000円）
・津波防災対策事業、防災倉庫管理事業、防災啓発事業（62,251,000円）
・観光宣伝事業（61,267,000円）
・子ども・子育て応援基金積立事業、教育振興基金積立事業（555,221,448円）
・未来環境創造基金積立事業（84,460,700円）
・歴史民俗資料館建設基金積立事業（13,860,000円）
・スポーツ大会開催事業、体育施設整備基金積立事業（17,379,000円）
・市民病院事業会計繰出事業（27,270,000円）
・岩瀬文庫管理運営事業、美術博物館建設基金積立事業等（20,057,000円）
・佐久島活性化事業、佐久島観光施設等管理運営事業（18,806,000円）
・市長の推進する事業など（1,054,470,500円）

ふるさと納税では、寄附する際に「福祉に関する事業」や「観光に関する事業」など、寄附金の使い道を自分で
選択することができます。

令和６年度西尾市ふるさと応援寄附金実績　件数：111,907件　金額：2,081,385,648円

■ふるさと納税とは？

■寄附金はどこに使われているのか？（令和 6 年度の実績より）

■西尾市の寄附状況

ふるさと納税の基礎と西尾市の実情

 税金の控除が受けられる
 応援したい自治体に寄附ができる
 返礼品がもらえる

ポイント

寄附額

件数

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

出典：西尾市ホームページ「寄附金の活用方法と実績報告」より
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西尾市の特産品である抹茶や鰻、みりん、胡蝶蘭などの他、酵素玄米炊飯器やリフォーム補助券など、多種多様
な返礼品が揃っています。

西尾市では、ふるさと納税制度による市外への情報発信と西尾市への寄附増額によって、地場産品のPRと販売促
進、地域産業の活性化を図っています。より一層の返礼品の充実を図るため、寄附者に返礼品としての商品やサー
ビスを提供していただける返礼品提供事業者を募集しています。
返礼品提供事業者になると、西尾市が利用するふるさと納税ポータルサイトにおける情報発信により、全国に商
品等をＰＲすることができます。

▶�詳しくは西尾市ホームページ「西尾市ふるさと応援寄附金返礼品
提供事業者の募集」ページをご覧ください。

■西尾市の返礼品

■返礼品提供事業者になりませんか？

Q1. 自分の住んでいる自治体にも寄附できるの？
A. 寄附はできますが、原則として返礼品はもらえません。
Q2. ふるさと納税をすると、どうやって税金が安くなるの？
A. �所得税と住民税から、自己負担2,000円を除いた寄附額が控除されます。確定申告

または「ワンストップ特例制度」の手続きを行う必要があります。
Q3. 返礼品ってどんなものがあるの？
A. �地元の特産品や体験型サービスなど、自治体によってさまざまです。西尾市では、むき

海老、うなぎ、抹茶スイーツ、えびせんべいなどが人気です！
Q4. 複数の自治体に寄附する場合、控除上限はどう計算されるのですか？
A. �年間の総寄附額が控除上限内であれば、どの自治体にいくつ寄附しても控除対象に

なります。ただし上限を超えると自己負担額が増えます。
Q5. 同じ返礼品でも寄附額が違う自治体がありますが、なぜですか？
A. �自治体ごとの返礼品の調達コストや地元産品の価値、寄附者獲得の戦略によって金額設定が異な

ります。

抹茶スティック（5本入）
事業者：西条園あいや本店

『相生桜本みりん』2本セット
事業者：相生ユニビオ株式会社

胡蝶蘭
事業者：西三河農業協同組合

Q A＆ふるさと納税
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税務署だより

年末調整手続の電子化で業務の効率化

年末調整手続の電子化のメリット

① 手書きでの書類作成が不要！

② 控除額はソフトが自動計算！

③ テレワーク中の従業員も提出可能！

④ マイナポータル連携を利用すれば、

  保険料等の控除証明書等をまとめて取得可能！

① 関係書類の配付や回収が不要！

② 控除額や添付書類のチェックが簡単！

③ 会社のシステムへの手入力作業が不要！

④ 書類の保管場所も不要！

従業員（給与所得者）勤務先（給与の支払者）

イ －  ネン チョウ

国税庁 法人番号7000012050002

いいね!! e-年調

１． 従業員が控除証明書等をデータで取得し、これを利用して年末調整に関する

申告書をデータで作成

２． 勤務先が従業員から年末調整に関する申告書及び控除証明書等のデータ提

供を受け、このデータを利用して年税額を計算

年末調整手続の電子化とは・・・

従業員による３ステップ

「年末調整手続の電子化」に必要な準備に関するパンフレットやQ＆Ａは、こちらをご覧く
ださい。

国税庁では、「年末調整控除申告書作成用ソフトウェア」（年調ソフト）を無償で提供してい
ます。

１ ． 準 備
控除証明書等を

データで取得（※）

発行主体
マイナポータル

３ ． 提 出
勤 務 先 に

デ ー タ で 提 出

勤務先の給与担当

※ 控除証明書等は、その控除証明書等の発行主体（保険会社等）から取得してください。
 なお、マイナポータル連携を利用することで、控除証明書等のデータを一括取得できます。

２ ． 作 成
申 告 書 を

デ ー タ で 作 成

マイナポータル連携を行うための事前準備については、こちらをご確認ください。

※ マイナポータル連携を利用するためには、マイナンバーカードが必要です。
 マイナンバーカード及び電子証明書の有効期限にご注意ください。  

マイナンバーカードの有効期限や更新手続等の詳細は、こちらをご確認ください。

R7.９
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お役立ちコラム

　「現場で体を動かしているから、運動は足りている」。そう信じている経営者や
社員の方は少なくありません。オフィスワーク中心の人に比べて、体を使う仕事を

している人の方が健康的、というイメージは根強くあります。しかし、近年の研究では「肉体労働が多
い人ほど、むしろ健康リスクが高い」という意外な事実が明らかになってきています。
　2021年に発表されたデンマーク国立労働環境研究センターのホルターマン氏らの研究は、こうし
た「常識」に一石を投じました。彼らはおよそ11万人を対象に、仕事中の身体活動と余暇の運動が健
康に与える影響を比較しました。その結果、余暇で運動している人は心臓病などのリスクが減少してい
たのに対し、日常的に肉体労働をしている人ほど心血管疾患のリスクがむしろ高くなるという、逆説
的な結果が得られたのです。この現象は「フィジカル・アクティビティ・パラドックス（身体活動の逆
説）」と呼ばれています。
　なぜこのようなことが起こるのでしょうか？それは、運動と労働では「体への負荷のかかり方」が根
本的に異なるからです。運動は、健康を目的として意識的に行うものであり、時間や強度がコントロー
ルされ、適度な休息がセットになっています。例えば、30分の速歩や筋力トレーニングのように、心
肺機能や筋肉に「良いストレス」を与えて、その後に回復することで体力や代謝が高まっていきます。
一方、肉体労働はどうでしょうか。力仕事や立ち仕事、繰り返しの作業などを長時間続けることで、体
には休む間もない慢性的な負荷がかかります。心拍数が高い状態が長く続くことや、一方向の動作が繰
り返されることで、むしろ筋肉や関節へのダメージが蓄積し、慢性疲労や血管への負担が増してしまう
のです。こうした「健康に見えて不健康な活動」が、結果的に心臓病や高血圧、腰痛、過労による疾患
のリスクを高める原因になっていると考えられます。
　この知見は、経営者にとっても重要な示唆を含んでいます。社員が現場でよく動いているからといっ
て「運動は足りている」と安心するのは危険です。むしろ、そうした方々にこそ、業務外でのストレッ
チやリラクセーション、バランスの取れた筋肉の使い方を意識した運動が必要です。そして、経営者自
身も例外ではありません。多忙なスケジュールの中で、意識的に体を動かす時間を確保しないと、知ら
ないうちに「運動不足型ハイリスク層」になってしまう可能性もあるのです。
　健康とは、ただ体を動かしていれば手に入るものではありません。科学的に正しい運動習慣を身につ
けること。それが、経営者としての健康資本を守り、社員の活力を引き出す最も確実な方法です。

＜まとめ＞
・肉体労働は体を動かしていても、健康的な「運動」とは本質的に異なります。
・長時間の反復作業は、心臓病や疲労のリスクをむしろ高める可能性があります。
・業務外の計画的な運動こそが、経営者と社員の健康を守る鍵となります。

　　※本記事について、開示すべき利益相反はありません。

【筆者紹介】一般社団法人Ｌｕｍｅｄｉａ　誰にとってもわかりやすい「正しい医療情報」を届けたいという思
いで設立。医師主導で「科学的根拠のある医療情報」を届けるニュースサイト「Ｌｕｍｅｄｉａ（ルメディア）」
を運営している。

肉体労働は運動ではない？
～専門医が伝えたい「逆説の健康論」～

一般社団法人　Ｌｕｍｅｄｉａ
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行事スケジュール Schedule

広報誌　西尾法人会
No.172　令和7年10月発行
発行所　公益社団法人西尾法人会
〒445-0854　西尾市永楽町3丁目45番地
　　　　　　　　西尾信用金庫　中央支店内2F
　　　　　　　　TEL0563-54-3515
　　　　　　　　FAX0563-54-3590
　　　　　　　　https://www.nishiohojinkai.or.jp/
　　　　　　　　E-mail hojin240@crocus.ocn.ne.jp
編集発行人　広報委員会
　　　　　　委 員 長　長坂　　誠　吉良オイルセンター㈱
　　　　　　副委員長　岡田　浩明　西尾コンクリート工業㈱
　　　　　　委　　員　加納　友行　㈱加納鉄工所
　　　　　　委　　員　二宮　英樹　㈱ニノミヤ
　　　　　　委　　員　清水　輝寿　阪部工業㈱
　　　　　　委　　員　稲垣　裕亮　稲垣工業㈱
　　　　　　委　　員　太田　利和　上坂印刷㈱
　　　　　　委　　員　鳥居　誠司　三鳥産業㈱
　　　　　　委　　員　黒部　　仁　㈲シゲオコーポレーション

応募方法
　　�①クイズの答え　②会社名等・所在地・連絡先・
　　応募者氏名を記入の上
　　�FAX0563-54-3590で西尾法人会あてに
　　応募ください。(下記の用紙又は適宜の用紙で)
　　�正解者の中から抽選で今井醸造（吉良町）

の「豆みそ（つぶ・すり）」と「ぞうめし屋の
肉みそ」をセットで3名様にプレゼント！

　　�当選は発送をもってお知らせとなります。
締め切り: 令和7年11月30日（日）

正解を番号で答えてください。

問題：�令和7年度の税制改正にて改正される「収入
の壁」。現状の「103万円の壁」からいくら
に改正されるでしょう？

	 ①　105万円
	 ②　130万円
	 ③　160万円
ヒント…本誌P3

第19回　税金クイズ第19回　税金クイズ

クイズの答え
（番号で記入）

会社名・所在地・電話番号

応募者氏名

（第18回税金クイズの答え…①）

こちらから
webからでも
応募出来ます

7vol
けんたけんたと巡巡るる西尾西尾

　「にししん文化会館茶々っとホール」にある日本庭園では
四季折々の景色を楽しむことができます。紅葉の見ごろは少
し遅めの12月ごろ。庭園の奥にある「伝想庵」は、抹茶の里
西尾らしく「茶会の場」として広く親しまれています。

法人会のキャラクター「けんた」が、
西尾市内のいろんな名所・名物を
紹介します！

「にししん文化会館 茶々っとホール
　　　　　　　　　　　 日本庭園」

〈表紙写真〉

支部

青年部会

女性部会
きらまつり
と　き　11月8日（土）、9日（日）
ところ　横須賀公園

趣味講座　ガーデニング講習
と　き　12月3日（水）
ところ　JA西三河 福地支店

全国青年の集い　山梨大会
と　き　11月20日（木）、21日（金）
ところ　YCC県民ホール/甲府記念日ホテル/
　　　　アイメッセ山梨

ダンス甲子園
と　き　11月16日（日）
　　　　11:30開場　12:00開始
ところ　にししん文化会館茶々っとホール
⇒詳しくは裏表紙をチェック！
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三河支社/
愛知県岡崎市明大寺町字菩提円13-2（大同生命岡崎ビル4F）
TEL 0564-51-7941

豊橋支店/
愛知県豊橋市前田町1-6-4（AIG豊橋ビル3F）
TEL 0532-53-6320
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